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入館手続きの見直しについて 

 

  

 このたび、入館手続きの見直しを行い、来訪者の皆様には、原則として管理実験棟 

１階受付にて入館手続きを行っていただくこととなりました。 

 皆様から事前に御提出いただく「来訪予定者名簿」を基に、受付において、皆様の入

退管理を行うとともに、セキュリティーカードの発行をさせていただきます。 

 なお、来訪予定者の変更や増減がある場合は、以下の取り扱いとなりますので、御理

解と御協力のほど、お願い申し上げます。 

 

記 

 

１．御提出済みの来訪予定者名簿の記載内容に変更がある場合は、原則として変更の

ある日の前日までに、変更内容の分かる来訪予定者名簿を御提出ください。 

 

２．事前に変更の御連絡をいただいていない場合は、来訪時に入館手続きを行うため、

お時間を要する場合があることを御了承ください。 

 

３．入館については個人ごとに管理をしているため、人数の増減が無くても、訪問者の

入れ替えが生じる場合は、来訪予定者名簿の変更が必要となります。 

 

以上 


